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（別添２）

福祉サービス種別　特別養護老人ホーム 第三者評価の判断基準

事業所名（施設名） ａ・・・着眼点をすべて実施している状態

   特別養護老人ホーム杏寿荘 ｂ・・・着眼点が一つでも実施していないものがある状態

ｃ・・・着眼点を一つも実施していない状態

□　実施していない状態

■　実施している状態

評価
対象

評価
分類

評価
特記事項

（着眼点以外の取組等）

Ａ ① ■ 1 利用者の心身の状況、ADL、睡眠・食事・排せつ、暮らし
の意向、これまでの環境（物的・人的）、生活習慣等の
把握をしている。

■ 2 利用者一人ひとりの暮らしの意向を理解し、利用者一人
ひとりに応じた生活となるよう支援を行っている。

■ 3 利用者一人ひとりに応じた生活となっているかを検討
し、改善する取り組みが組織的に継続して行われてい
る。

■ 4 サービス提供場面において、自立に配慮した援助を行っ
ている。

■ 5 自立、活動参加への動機づけを行っている。

■ 6 趣味活動、嗜好品等、生活に楽しみがあるような工夫を
している。

■ 7 利用者の趣味、興味、希望を把握し、活動に反映すると
ともに複数のメニューを用意している。

■ 8 利用者の心身の状況を考慮し、利用者一人ひとりに配慮
して日中活動に参加できるよう工夫している。

■ 9 家族、ボランティアや地域住民の参加を得ることなどに
より、活動の多彩化を図っている。

■ 10 買い物、外出、地域の行事への参加など社会参加に係る
プログラムを導入している。

・施設利用前に利用者のADLや生活習慣な
どを詳しく把握し、利用者、家族等から
の意見・要望を聞きサービス計画を立て
実践している。利用後も利用者の思いを
受けとめ理解し、利用者が求める暮らし
を提供できるように横断的な職種による
ケース会議、サービス担当者会議を開き
利用者一人ひとりが生き生きと生活でき
るように支援している。事業所窓口に当
る生活相談員はじめ職員は利用者に真摯
に接しており、事務室には常に利用者の
姿があり、コーヒーを飲み談笑したり、
自ら創った「詩」の清書を頼みにこられた
りと、様々な用事で担当者と気軽に話す
光景が見られた。話すことが苦手な利用
者が廊下に置かれた小振りのテーブルで
得意な「塗り絵」を楽しまれ、通りが
かった職員に見せている姿もあり和やか
な雰囲気で、事業所の目指す方向が自然
な形で随所に見受けられた。施設の盆踊
り・花火大会、総合防災訓練には隣組や
消防団、日赤奉仕団、安全協会、ボラン
ティアの会等、各種団体の参加があり、
また、洗濯ものたたみや傾聴、踊り、カ
ラオケなどのボランティアが定期的に訪
れ利用者と交流している。「杏寿荘の一
年」と題した施設行事のスナップ写真が
廊下の掲示板に貼られており、季

節に合わせた取り組みから利用者の希望
を取り入れたものまで様々な行事に取り
組んでいることが窺われた。詩吟や書道
など ブ も われ 来年

評 価 細 目

事業評価の結果（内容評価項目）

着 眼 点

ａ

１
支
援
の
基
本

利用者一人ひとりに応じた一
日の過ごし方ができるよう工
夫している。
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評価
対象

評価
分類

評価
特記事項

（着眼点以外の取組等）
評 価 細 目 着 眼 点

1 ① ■ 11 食事、排せつ、入浴について、本人の意思を尊重し、で
きる限り、食堂、トイレ、風呂に移動して行えるように
している。

■ 12 生活のメリハリづけ等のため、着替え・整容等を適時
行っている。

■ 13 利用者の体力や身体状況にあった離床時間となるように
援助している。

② ■ 14 利用者の考えや希望を十分に聴き取れるよう、さまざま
な機会、方法でコミュニケーションを行っている。

■ 15 利用者の思いや希望を聴きとったり読みとったりして、
その内容をケアに生かしている。

■ 16 日常生活で援助を行う際に、コミュニケーションの重要
性を認識し、話しかけている。

■ 17 話すことや意思表示が困難など特に配慮が必要な人に
は、個別の方法で行っている。

■ 18 利用者への言葉づかいに対する配慮や節度ある接し方が
なされている。とくに自尊心を傷つけるような言葉づか
い、幼児語の使用、指示的な言葉を慎んでいる。

■ 19 利用者への言葉づかいや接遇に関する、継続的な検討や
研修を実施している。

■ 20 会話の不足している利用者には特に気を配り、日常生活
の各場面でも話をしてもらえるようにしている。

■ 21 利用者が話したいことを話せる機会を作っている。

などのクラブ活動も行われている。来年
一月の「新春カラオケ大会」に向けて曲
目を選び、発声練習や歌い込みなどの段
階を作り、職員が見守りながら支援して
いる。また、年間延べ100名以上にも及ぶ
少人数での外出支援にも取り組んでお
り、利用者の意向等を踏まえ外食やカラ
オケボックス、思い出の場所などに出掛
けている。

・利用者が安心して落ち着いた生活がで
きるように利用者の思いや意向は顔を見
て、はっきりとした言葉遣いと共に表情
や身振りから読み取り確認している。会
話の苦手な方には状況を把握し利用者の
要望する内容を推し量り、選択する言葉
数を多くし、「はい、いいえ」の気持ち
を仕草などで読み取っている。

ａ

利用者一人ひとりに応じたコ
ミュニケーションを行ってい
る。
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評価
対象

評価
分類

評価
特記事項

（着眼点以外の取組等）
評 価 細 目 着 眼 点

① ■ 22 利用者の心身の状況や意向に合わせ、入浴形態・方法を
採用し、入浴介助や清拭等の方法を工夫している。

■ 23 入浴の誘導や介助にあたっては、利用者の尊厳や羞恥心
に配慮し、環境・介助方法等の工夫を行っている。

Ａ ■ 24 入浴を拒否する人への誘導や介助方法等を工夫してい
る。

■ 25 入浴前の浴室内の安全確認（湯温、備品等）を行ってい
る。

■ 26 脱衣室等の室温管理を行っている。

■ 27 入浴後は、水分摂取、スキンケアを行っている。

■ 28 入浴の可否の判断基準を明確にし、入浴前に健康チェッ
クを行い、必要に応じて清拭等に代えるなどの対応をし
ている。

■ 29 入浴介助を安全に実施するための取り組みを行ってい
る。

■ 30 利用者の健康状態等、必要に応じて、入浴日以外の日で
も、入浴あるいはシャワー浴等ができる。

■ 31 利用者の意向に応じて、入浴日を変更したり、入浴日以
外の日でも、入浴あるいはシャワー浴等ができる。

■ 32 浴槽は、機械浴、リフト浴、一般浴、個浴等、いくつか
の種類が用意されている。

■ 33 シャワーチェアー、その他の介護機器が用意されてい
る。

■ 34 利用者が自力で入浴できる場合でも、安全のための見守
りを行っている。

■ 35 感染症、心身の状況や意向等を踏まえて入浴順の配慮を
行っている。

入浴介助、清拭等を利用者の
心身の状況に合わせて行って
いる。

ａ

２
身
体
介
護

・入浴前にはバイタルチェック等の確認
をし、一般風呂には形状の違う浴槽があ
るが、利用者の希望に応じ対応してい
る。入浴に関しては「入浴係会」が業務
の推進役として機能しており、利用者一
人ひとりの状態把握、浴室内の備品の定
期点検、整理整頓、衛生管理、ショート
利用者衣類の整理等を担っている。入浴
時使用する消耗品の製品選びとその最新
情報の発信も行っている。浴室内の環境
美化として壁面に富士山などの２Ｄの
アートシールを貼り、絵の効果で広がり
と明るさを確保するなど、入浴係職員の
発想が活かされている。季節に合わせた
お風呂の種類も豊富で、「りんごの
湯」、「どくだみの湯」、「ハーブの
湯」他、十数種類の名前がついたお風呂
を職員のアイディアで準備し、利用者の
方々に楽しんでいただいている。また、
足湯コーナーを新しく設け週2回実施して
いる。木曜日は事務所職員担当で土曜日
は介護職員が担当し、長い方では30分近
く楽しまれる方もおり、心身のリフレッ
シュが図れるので利用者から好評を得て
いる。足湯コーナーの目線に合わせ造ら
れた窓には花のシールを貼り、ＢＧＭも
洒落た軽音楽を流すなど、職員の創意工
夫が込められた充実の空間となってい
る。
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評価
対象

評価
分類

評価
特記事項

（着眼点以外の取組等）
評 価 細 目 着 眼 点

2 ② 排せつ介助を利用者の心身の
状況に合わせて行っている。

■ 36 利用者の心身の状況や意向を踏まえ、排せつ介助の方法
を工夫している。

■ 37 排せつの自立に向けた働きかけをしている。

Ａ ■ 38 必要に応じ、尿や便を観察し、健康状態の確認を行って
いる。

■ 39 排せつの誘導や介助にあたっては、利用者の尊厳や羞恥
心に配慮し、環境・介助方法等の工夫を行っている。

■ 40 利用者が気兼ねしないように手際よく、必要に応じて声
かけを行いながら介助している。

■ 41 トイレ（ポータブルトイレを含む）は、衛生や臭いに配
慮し、清潔を保持している。

■ 42 冬場のトイレの保温に配慮している。

■ 43 トイレ内での転倒、転落を防止する等、排せつ介助を安
全に実施するための取り組みを行っている。

■ 44 自然な排せつを促すために、排せつのリズムの把握、適
度な運動、食事改善・水分摂取等に配慮している。

■ 45 睡眠時の排せつ介助については、利用者個々の心身の状
況を検討し、睡眠を妨げないように実施している。

■ 46 おむつ・おむつカバー、便器等は、利用者に適したもの
が使用できるよう準備している。

■ 47 おむつ交換を行う際には、皮膚の観察、清拭等を行って
いる。

■ 48 尿意・便意の訴えやおむつ交換の要望に対して、できる
限り早く対応できるようにしている。

・職員は排泄パターンを把握しており、
利用者の表情や仕草から判断し、声掛け
とトイレ誘導をしている。トイレは棟ご
とにあり、高さの異なる便器が設置され
ており、利用者の使い勝手の良い、体に
あった場所を選ぶことができる。職員
は、利用者の心身の状態に合わせた支援
を心がけ、リハビリパンツやパットが必
要であっても不快感を感じさせないように
手早く介助するなど細心のケアに努めて
いる。利用者が自身で立ち上がりや便座
に腰掛けることができるように、縦向き
と横向きの手すりが増設された。

ａ
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評価
対象

評価
分類

評価
特記事項

（着眼点以外の取組等）
評 価 細 目 着 眼 点

2 ③ ■ 49 利用者の心身の状況、意向を踏まえ、できるだけ自力で
移動できるよう支援を行っている。

■ 50 移乗・移動の自立に向けた働きかけをしている。

■ 51 移乗・移動の介助の安全な実施のための取り組みを行っ
ている。

Ａ ■ 52 使用している福祉用具が、利用者の心身の状況に合って
いるかを確認している。

■ 53 福祉用具に不備はないか等の点検を常時行っている。

■ 54 移動に介助が必要な利用者が移動を希望した際に、でき
る限り早く対応できるようにしている。

■ 55 移乗、移動している本人だけでなく、他の利用者の安全
にも配慮している。

■ 56 車イスや杖などを利用する場合に、移動しやすい環境整
備を行っている。

■ 57 利用者の心身の状況に合わせた福祉機器、福祉用具を準
備している。

④ ■ 58 皮膚の状態確認、清潔の確保の方法など、褥瘡の予防に
ついて、標準的な実施方法を確立している。

■ 59 利用者の心身の状況に応じた体位変換や姿勢の変換を
行っている。

■ 60 必要に応じ、マッサージの実施、軟膏等の塗布を行って
いる。

■ 61 傷や皮下組織のずれが起きないよう安全に介助してい
る。

■ 62 標準的な実施方法について職員に周知徹底するため、研
修や個別の指導等の方策を講じている。

■ 63 褥瘡を食事面から予防するために、利用者一人ひとりの
食事の摂取状況の確認、栄養管理を行っている。

・皮膚疾患で医師の指導がある利用者に
は清潔を保ち体の血行促進のため入浴回
数を増やすなどの対応をしている。施設
には褥そう検討委員会がありその時点の
課題について改善策を検討している。褥
そうが発生するリスクを客観的に評価す
るためのブレーデンスケールを導入し職
員間で統一した評価を行い正確に判断し
ている。体位交換等も時間を決め適切に
行い、利用者の栄養状態によっては補食
を行うこともある。

・利用者の心身の状態に合わせ、福祉用
具を使用している。車椅子上で立ち上が
る行動を取ってしまう利用者の方には立
ち上がるとブレーキが作動し危険を回避
する仕組みの車椅子が使われている。毎
月第1日曜日に生活環境係が車椅子の点検
を行うとともに、定期的にボランティア
が来荘し、車椅子洗浄を行っている。移
乗や移動の動作時に体が当たる危険があ
るベットの柵部分には職員手作りのクッ
ションカバーが随所につけられている。
職員は利用者の心身の状態を常に把握し
ており、移乗・移動時に適合する福祉用
具を利用者や家族等に提案している。

褥瘡の発生予防を行ってい
る。

移乗、移動を利用者の心身の
状況に合わせて行っている。

ａ

ａ
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評価
対象

評価
分類

評価
特記事項

（着眼点以外の取組等）
評 価 細 目 着 眼 点

① ■ 64 利用者の希望や好みを聴き、献立に反映させている。

■ 65 食材に旬のものを使用するなど、献立に変化をもたせる
よう工夫をしている。

Ａ 3 ① ■ 66 料理にあった食器を使ったり、盛り付けの工夫をしてい
る。

■ 67 適温で食事を提供している。

■ 68 利用者の状況に応じた、食堂の雰囲気づくりを工夫して
いる。

■ 69 座る席や一緒に食べる人について利用者の意向を聞き、
テーブルや席の配置を配慮している。

■ 70 食事に選択性を取り入れる工夫をしている。

■ 71 居室へ配膳する際も保温に配慮している。

② ■ 72 利用者の嚥下能力に合わせた飲み込みやすい食事（形状
や調理方法）を工夫して提供している。

■ 73 利用者自身で行える範囲を把握し、自分でできることは
自分で行えるよう支援している。

■ 74 できる限り利用者のペースで食べられるように工夫する
とともに、利用者の身体に負担がかからないよう配慮し
ている。

■ 75 嚥下しやすいようにできるだけ座位をとるなど、利用者
の食事中の姿勢に常に配慮している。

■ 76 誤嚥、喉に詰まったなど食事中の事故について、対応方
法を確立し、日頃から確認、徹底している。

■ 77 食事、水分の摂取量を把握し、食事への配慮、水分補給
を行っている。

■ 78 栄養士や医療スタッフ等と連携し、利用者の心身の状況
に合わせ、栄養面・形態に配慮した食事を提供してい
る。

・事業計画の中で「給食計画」を策定
し、給食管理、栄養管理、衛生管理につ
いて記載し、献立、給食委員会の開催、
行事食等について具体的に目標を立てて
いる。献立については一日の食事のエネ
ルギー１４００キロカロリーを基本と
し、主食、副食など、食事摂取基準に基
づき詳細に数値化している。また、栄養
ケアマネジメントとして５項目が上げら
れており、全利用者の体重測定の実施や
低栄養の予防・改善のため補助食品を利
用することなど、具体的な内容となって
いる。主食についてもごはんからおかゆ
に変更するなどの対応策が考えられてお
り、咀嚼嚥下困難により栄養量確保が難
しい方にはソフトゼリーで栄養面をカ
バーしている。利用者の口腔状態に合わ
せ、食事形態にも工夫がされており、ミ
キサー食を固形化したなめらか食を実施
している。また、箸、スプーンなどに加
え、自身で食べることができるように使
い勝手の良い食器や補助具を選択するな
どの配慮がされている。

などの状態に応じた食事の提供がされて
いる。利用者の誕生日前に自分で食べた
いものの希望を聞きできるだけ当日に提
供するなど希望や好みに応じている。利
用者が苦手のものや制限のあるものにつ
いても代替食が提供されている。食事
中、中断している利用者には職員が声掛
けしたり、お皿の位置を変えたりと自身
で食事ができるように支援している。ま
た、利用者の状態によっては自室に運ん
だり、パーテーションで個別の席を仕切
るなどの配慮もしている。

食事をおいしく食べられるよ
う工夫している。

３
食
生
活

食事の提供、食事介助を利用
者の心身の状況に合わせて
行っている。

ａ

ａ

・季節感を感じる食材で作られた料理は
副菜の種類も多く、味付けで変化をつ
け、飽きずに完食できるように工夫がさ
れている。施設利用開始時には嗜好調査
も行われているため、好み、咀嚼や嚥下
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評価
対象

評価
分類

評価
特記事項

（着眼点以外の取組等）
評 価 細 目 着 眼 点

■ 79 経口での食事摂取が継続できるようにするための取り組
みを行っている。

Ａ 3 ② ■ 80 利用者一人ひとりの栄養状態を把握し、栄養ケア計画を
作成し、それに基づく栄養マネジメントを実施してい
る。

■ 81 発熱、歯痛等の突発的な状況に対応した食事を提供して
いる。

③ ■ 82 利用者の口腔清掃の自立の程度を把握している。

□ 83 一人ひとりに応じた口腔ケアの計画を作成し、実施、評
価・見直しをしている。

■ 84 歯科医師、歯科衛生士の助言・指導を受けて、口腔状態
および咀嚼嚥下機能の定期的なチェックを行っている。

■ 85 口腔機能を保持・改善するための体操（口腔体操等）を
行っている。

□ 86 職員に対して、口腔ケアに関する研修を実施している。

■ 87 食後や就寝前に、利用者の状況に応じた口腔ケアおよび
口腔内のチェックを行っている。

■ 88 必要に応じて、義歯の着脱、清潔、保管について援助し
ている。

■ 89 利用しやすい洗口スペースを確保している。

・食事後、ご自身で歯磨きされる方、職
員の支援でされる方と様々であるが、前
屈姿勢を取れない利用者にはガーグル
ベースを用意し、うがいのできる体制を
作り支援している。義歯の清掃保管も整
理の行き届いた保管場所に個人の名前入
りで置かれている。協力歯科医による年1
回の歯科検診のほか、月2回訪問の歯科衛
生士による助言・指導を受け、口腔内の
清潔、口腔機能の保持・改善に努めてい
る。

利用者の状況に応じた口腔ケ
アを行っている。

ｂ
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評価
対象

評価
分類

評価
特記事項

（着眼点以外の取組等）
評 価 細 目 着 眼 点

① 利用者が終末期を迎えた場合
の対応の手順を確立してい
る。

■ 90 利用者が終末期を迎えた場合の対応について手順が明ら
かになっている。

■ 91 利用者および家族に、終末期を迎えた場合の施設・事業
所での対応・ケアについて十分な説明を行い、対応方
法・連絡方法を確認している。

■ 92 職員に対して、終末期のケアに関する研修を実施してい
る。

□ 93 終末期のケアに携わる職員や利用者の担当職員等に対し
て、精神的なケアを実施している。

Ａ ■ 94 医師・医療機関等との連携体制を確立している。

■ 95 利用者・家族から希望があった場合に、利用者の状況に
応じてできる限り施設での看取り介護を行う体制を整え
ている。

① ■ 96 利用者の日常生活能力、残存機能の評価を行っている。

■ 97 周辺症状を呈する利用者には、一定期間の観察と記録を
行い、症状に合わせたケアや生活上の配慮を行ってい
る。

■ 98 あらゆる場面で、支持的、受容的な関わり、態度を重視
した援助を行っている。

■ 99 利用者が日常生活の中でそれぞれ役割（家事等）が持て
るように工夫している。

■ 100 職員に対して、認知症の医療・ケア等について最新の知
識・情報を得られるよう研修を実施している。

■ 101 医療スタッフ等との連携のもと、周辺症状について分析
を行い、支援内容を検討している。

■ 102 利用者一人ひとりの症状に合わせ、個人あるいはグルー
プで継続的に活動できるよう工夫している。

■ 103 抑制・拘束は行っていない。やむを得ず実施する場合に
は、必要な手続きをとっている。

・法人の基本理念「礼節を重んじ、忍耐
強く、何時如何なるときでも誠実であ
れ」を職員は十分理解し日々の信条とし
ケアに努めている。認知症の利用者にも
理念の一節の「人生の継続性の尊重」
「自己決定の尊重」「人間らしい生活の
確保」「有する能力に応じた自立支援と
ともに日常生活の継続」を大切にしなが
らその実現に取り組んでいる。認知症マ
ニュアルについても絶えず新しい情報を
基に書き加え、「パーソン・センター
ド・ケア」の研修を計画したり、利用者
の心身の状態に合わせセンター方式やひ
もときシートなども使いその背景を分析
している。

ａ

５
認
知
症
ケ
ア

認知症の状態に配慮したケア
を行っている。

４
終
末
期
の
対
応

ｂ

・看取りの対応マニュアルが作成されて
いる。全職員への研修により標準的な看
取り介護と、夜間、看護職員との連絡・
相談等の対応が取れるオンコール体制に
ついても整備されている。施設として最
期まで本人らしく生活が送られるよう支
援している。また、嘱託医とも24時間連
絡・相談のできる連携体制を確立してい
る。また、施設内には静養室があり、家
族等がいつでも寄り添える環境も整えて
いる。
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評価
対象

評価
分類

評価
特記事項

（着眼点以外の取組等）
評 価 細 目 着 眼 点

5 ② ■ 104 利用者が安心・安全で落ち着ける環境となるよう工夫し
ている。

■ 105 利用者の行動が抑制されたり拘束されたりすることのな
いよう、環境に十分な工夫をしている。

■ 106 危険物の保管、管理が適切に行われている。

■ 107 異食や火傷等の事故防止のため、片付け、清掃が行われ
ている。

Ａ ■ 108 共有スペースも、認知症高齢者が安心して過ごせる環境
づくりの工夫を行っている。

■ 109 居室については、同室者の組み合わせ等に配慮してい
る。

■ 110 ベッドの周囲には、写真や個々の好みのものを飾る等の
配慮をしている。

■ 111 居室・トイレ等、一目でわかるような表示をする等の工
夫を行っている。

① ■ 112 一人ひとりに応じた機能訓練のプログラムを作成し、実
施、評価・見直しをしている。

■ 113 介護予防活動も計画的に行い、評価・見直しをしてい
る。

■ 114 日々の生活動作の中で、意図的な機能訓練・介護予防活
動を行っている。

■ 115 利用者が主体的に訓練を行えるように工夫をしている。

■ 116 利用者の状況に応じて、専門職（理学療法士、作業療法
士等※）の助言・指導を受けている。
※ここで「等」は、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩
マッサージ指圧師、看護師を指す。

■ 117 判断能力の低下や認知症の症状の変化を早期発見し、医
師・医療機関との連携など必要な対応を行っている。

・機能回復訓練室は広い空間で音楽教師
の資格を持つ先生による音楽リハが行わ
れ、少人数によるベル演奏と全員対象の
歌と楽器演奏を楽しんでいる。声を出
し、身体を動かすことで認知症の予防に
も繋がっている。サービス担当者会議や
棟会議には機能訓練指導員が必ず参加
し、必要とする利用者の機能訓練につい
てのプログラムを作成している。個別の
機能訓練ができない利用者に対しては施
設内のレク係会で趣味活動などの日常的
に実施するレクリェーションにできるだ
け参加していただけるようにしている。
施設の協力医である精神科医師の定期的
な訪問もあり心身の安定が図れるように
している。

・離設傾向にある利用者の対応について
は柵などを設置するのではなく、玄関
ホールドア前に植木鉢の観葉植物を置く
などさりげなく気持ちを落ち着かせる工
夫をしたり、棟ごとに小ぶりのテーブル
を置き、絵を描いたり休んだりする共有
スペース作りがされている。自分の居室
がわからない利用者のために、居室出入
り口に職員手作りの色紙でできた赤い花
やピンクの花などをつけ、一目で色別で
きるように工夫がされている。居室は多
床室であるがカーテンの仕切りがあり、
一人ひとりのスペースには思い思いのも
のが置かれている。

ａ

ａ

認知症高齢者が安心・安全に
生活できるよう、環境の整備
を行っている。

利用者の心身の状況に合わせ
機能訓練や介護予防活動を
行っている。

６
機
能
訓
練
、

介
護
予
防
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評価
対象

評価
分類

評価
特記事項

（着眼点以外の取組等）
評 価 細 目 着 眼 点

① ■ 118 利用者の体調変化や異変の兆候に早く気づくための工夫
をしている。

■ 119 利用者の体調変化に気づいた場合の対応手順、医師・医
療機関との連携体制を確立している。

■ 120 職員に対して、高齢者の健康管理や病気、薬の効果や副
作用等に関する研修を実施している。

■ 121 体調変化時の対応について、研修や個別の指導等によっ
て職員に周知徹底するための方策を講じている。

Ａ ■ 122 利用者ごとに看護・介護職員が適切に服薬管理または服
薬確認をしている。

■ 123 健康状態の記録を行っている。

② ■ 124 感染症や食中毒に対する予防対策、発生した場合の対応
方法が確立されている。

■ 125 職員の健康状態についてチェックし、インフルエンザ等
の体調の変化を日常的に把握できる仕組みがある。

■ 126 職員や職員の家族が感染症にかかった場合の対応方法が
文書化されている。

■ 127 職員に対して、インフルエンザ等必要な予防接種につい
て、費用負担を支援し受けさせている。

■ 128 感染症や食中毒の発生予防・対応方法について、研修や
個別の指導等によって職員に周知徹底するための方策を
講じている。

■ 129 必要な手洗器・消毒薬等の設備機器等が設置されてい
る。

■ 130 家族、来館者への手洗いや手指消毒等の呼びかけをして
いる。

・玄関に手指消毒剤が常時置かれ、来訪
者に手洗いとうがい、マスクの着用をお
願いしている。「感染症対策委員会」が
あり、隔月1回と緊急時に開かれ、施設内
の感染対策などの検討を行っている。感染
症・食中毒（主にインフルエンザ・ノロ
ウィルス）に対するマニュアル・フロー
チャートが作成されており、研修等を通
じ、職員に予防対策や発生した場合の対
応について周知を図っている。また、発
生した場合に備え処理器材や予防薬等を
準備している。インフルエンザ対策とし
て利用者と職員は施設内でワクチン接種
を受けている。

ａ

ａ

・看護部門があり、利用者の健康管理と
安全な医療、薬剤の提供を行っている。
看護職員と介護職員との職種間での報
告、連絡、相談も密にされており利用者
の健康管理に万全を期している。看護職
員は利用者一人ひとりの健康状態の記録
を取り常に利用者の健康状態を把握して
おり、変化が見られた場合の医療関係者
との連携体制も整備している。緊急時の
対応についてはマニュアルが作成されて
おり、看護職員・医師・医療機関への対
応が速やかにとれるように体制を整備し
ている。誤薬を防ぐため職員手作りの移
動できる配薬用具や薬剤保管箱が有効に
機能し、リスクも回避できている。

７
健
康
管
理
、

衛
生
管
理

利用者の体調変化時に、迅速
に対応するための手順が確立
している。

感染症や食中毒の発生予防を
行っている。
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評価
対象

評価
分類

評価
特記事項

（着眼点以外の取組等）
評 価 細 目 着 眼 点

① ■ 131 建物・設備の点検を定期的に行い、問題点については改
善するなど、快適性や安全を維持する取り組みをしてい
る。

■ 132 備品の点検を定期的に行い、常に故障や不具合、汚れな
どがないように維持する取り組みをしている。

■ 133 椅子・テーブル・ベッド等の家具、床・壁等の建物につ
いて、落ち着けるような雰囲気づくりに配慮している。

■ 134 談話スペースを配置するなど、快適に時間を過ごせるよ
う配慮している。

■ 135 利用者が思い思いに過ごせる工夫がされている。

Ａ ① ■ 136 家族に対し、定期的および変化があった時に利用者の状
況を報告している。

■ 137 家族に対し、サービスの説明をしたり、要望を聞く機会
を設けている。

■ 138 家族との相談を定期的および必要時に行っている。ま
た、その内容を記録している。

■ 139 家族の面会時には、利用者の近況を報告している。

■ 140 行事等について家族に日程等を案内し、参加できるよう
にしている。

ａ

・家族来訪時には直接、職員が利用者の
様子などを話し、意思疎通を図っている。
家族会があり、家族会総会には施設長他
管理職が出席し意見・要望を運営に反映
させている。家族会の協力を得て、家族
への施設行事への参加の呼びかけをして
いただき、「盆踊り・花火大会」や「敬
老会」等に来訪していただいている。

ａ

８
建
物
・
設
備

施設の建物・設備について、
利用者の快適性に配慮してい
る。

・棟ごとに利用者が談笑できるスペース
が確保されており、事務室にも利用者が
気軽に出入りし、コーヒーを飲んで職員
と話をしたり、パソコンでの「詩」の清
書を職員に頼んだりと思い々の一日を過
ごしている。「生活環境係会」があり、
居室のカーテンの洗濯、べット下部の清掃
等の環境整備をしており、毎月、車椅子
の定期点検と洗浄もしている。建物の点
検も行われており、各居室にある換気扇
が後付けのため、カーテンを巻き込む恐
れが考えられることから職員が防止策を
立て、使いやすいように工夫している。
談話スペースは、机、椅子、衝立等を用意
し、景観にも配慮して増設している。

９
家
族
と
の
連
携

利用者の家族との連携を適切
に行っている。
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